
 

 (4) 建築物における環境配慮の促進＜環境管理課＞ 

 建築物に係る温室効果ガスの排出を抑制するため、「岐阜県地球温暖化防止基本条例」に基づき、一定規模以

上の建築物を新築、増築又は改築しようとする建築主に対して、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの

導入など、環境配慮措置を適正に講ずる内容を記載した建築物環境配慮計画書、建築物工事完了届出書の提出

の徹底を図った。 

・建築物環境配慮計画書提出事業者数（令和元年度提出分） 40件 

 (5) 特別緑地保全地区の指定＜都市政策課＞ 

 特別緑地保全地区は、都市における緑地の計画的な保全及び緑化の積極的な推進によって良好な都市環境の

形成を図るため、「都市緑地法」に基づいて指定される。対象となる地域は、①無秩序な市街地化の防止、公害

又は災害の防止等に必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模形態を有する地域、②風

致又は景観が優れ、かつ、地域住民の健全な生活環境の確保に必要な地域、③伝統的又は文化的な意義を有す

る地域等である。県内では４地区が指定されている（表２－２－２）。 

 

表２－２－２  特別緑地保全地区の指定状況                    （令和２年３月末現在）

都市名 地区の名称 面積(ha) 最終決定年月日 所 在 地 

瑞浪市 竜吟峡特別緑地保全地区 40.2 昭和52年３月26日 瑞浪市釜戸町字裏山及び字城山 

土岐市 仲森特別緑地保全地区 1.6 昭和51年３月26日 土岐市泉中窯町 

各務原市 八木山特別緑地保全地区 42.0 昭和53年２月15日 各務原市鵜沼字松田及び字八木山 

飛騨市 気多若宮特別緑地保全地区 2.1 昭和56年10月20日 飛騨市古川町大字上気多字榊岡 

計 ４ 地 区 85.9  

備考）県都市政策課調べ 

 

 (6) 透水性舗装の推進＜都市整備課＞ 

 街路事業において、地下水の涵養に効果のある透水性舗装を延べ73,856㎡で実施した（表２－２－３）。 

 

表２－２－３ 透水性舗装の状況 

年度 ～Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ 合計 

透水性 

舗装（㎡） 
67,084 2,060 1,051 137 2,138 1,386 73,856

備考）県都市整備課調べ 

 

 第２節 二酸化炭素吸収機能の高い森林の整備の推進  

１ 二酸化炭素吸収機能の高い森林の造成 

 (1) 間伐の推進 

 ア 計画的な間伐の推進＜森林整備課＞ 

 主に公益的機能が低下し早急に間伐が必要な森林などを含め、7,913haの間伐を実施した。 

国の補助制度では原則として木材生産を推進すべき森林の間伐を推進し、立地条件が厳しい森林や重要な水

源林や渓畔林など特に環境保全を重視する森林では、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用して適切に整備を進

める。 

 イ 間伐の推進＜森林整備課＞ 

 人工林の水源かん養機能等の向上を図るため、適切な間伐を進めた。林業経営による持続的な整備が困難な

人工林では、針広混交林化に向けた間伐を支援した。 

 令和元年度の環境保全林における間伐実施面積は2,022ha（間伐実施面積7,913haの内数）であった。 

 ウ 利用間伐の促進＜森林整備課＞ 

 収益を見込むことができる森林については、間伐した木材を搬出して利用する「利用間伐」を進めた。 

 県内では、伐り捨てを主体とした間伐から利用間伐への移行が進みつつあるが、その取組みは地域によって

差が生じている。低コストな作業システムを確立し普及するため、今後も引き続き、事業地の集約化や林内路

網の整備、高性能林業機械の導入、人材の育成等を進め、「森林経営計画」の策定とその確実な実行を通じた計

画的かつ効率的な利用間伐を支援する。 
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 エ 間伐材の利用促進＜県産材流通課＞ 

 直材や曲がり材など間伐材の品質に応じた加工体制の整備を進めるとともに、住宅、公共施設における県産

材製品、木質バイオマスとしての利用を促進した。 

 (2) 適地適木による植栽の推進 

 ア 街路への植栽事業の推進＜都市整備課＞ 

街路事業において、平成16年度から30年度までの間に中高木を3,550本、うち大気環境推奨木を216本植栽した。

 イ 緑の募金による県土緑化の推進＜恵みの森づくり推進課＞ 

緑の募金運動は、昭和25年から開始された前身である「緑の羽根」募金運動から数えて、令和元年で70回目

を迎えた。なお、令和元年の募金額は54,453千円となっており、一部が各市町村に配分され、森林整備事業及

び緑化推進事業に活用された。 

 

 「岐阜県森林づくり基本計画」に掲げる県民協働による森林づくりプロジェクトのひとつとして、「企業との

協働による森林づくりの推進」を位置づけ、平成19年７月から、企業、市町村、地域住民等、県との協働によ

る生きた森林づくりに取組み、令和２年３月末までに25件の協定が締結されている。 

 また、平成20年７月15日には「岐阜県地球環境の保全のための森林づくり条例」を施行し、事業者が県内の

森林を対象とした森林整備活動を実施することによって生じた二酸化炭素吸収量について、事業者の排出する

二酸化炭素量から相殺できる二酸化炭素吸収量として認定を行い、県内の森林整備活動の促進に努めている。

 

３ カーボン・オフセットの推進 

 (1) カーボン・オフセットの取組推進＜環境管理課＞ 

 事業活動やイベントの中で排出される二酸化炭素の排出量を把握し、削減に向け努力するとともに、削減が

困難な部分の排出量について、二酸化炭素を削減又は吸収するプロジェクトで生み出された「クレジット」と

相殺する「カーボン・オフセット」の取組みが地球温暖化防止に貢献する新たな手段として注目されている。

 本県では、森林の温室効果ガス吸収源としての環境価値に着目したカーボン・オフセットの取組みとして、

県内事業者22社に対して、また、県民の方々に対して県有施設等４施設でカーボン・オフセットへの理解促進

を図った。 

 (2) Ｊ-ＶＥＲ制度を活用した取組みの推進＜環境管理課・恵みの森づくり推進課＞ 

 Ｊ-ＶＥＲは、カーボン・オフセットに用いられるクレジットのひとつであり、国内で実施される木質バイオ

マスエネルギーの利用や森林整備、間伐などのプロジェクトが、温室効果ガスの排出を削減・吸収するもので

あることを国（環境省）が認め（プロジェクト登録）、排出削減・吸収された温室効果ガスの量に応じてクレジ

ット（Ｊ-ＶＥＲ）が認証・発行される。環境省により平成20年11月に制度化された。 

 本県においても、Ｊ-ＶＥＲ制度を活用した取組みが進められており、令和元年度は県内事業者22社へクレジ

ット認証の促進を図った。 

 平成25年４月からは、Ｊ-ＶＥＲ制度と国内クレジット制度が発展的に統合され、Ｊ－クレジット制度として

運用されている。 

 

 第３節 地域資源を活かした再生可能エネルギーの積極的な利活用  

１ 再生可能エネルギーの導入と地産地消型エネルギーシステムの確立 

 (1) 地域の再生可能エネルギー活用支援＜新産業・エネルギー振興課＞ 

 平成28年７月に県庁内に設置した「再生可能エネルギー活用サポートデスク」を活用し、市町村や民間事業

者による再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策、エネルギーの地産地消につながる取組みを支援した。

(2) 新エネルギーの導入促進＜新産業・エネルギー振興課＞ 

 ア 岐阜県省エネ・新エネ推進会議の設置 

 県内における電力需給の状況を踏まえ、「岐阜県次世代エネルギービジョン」の着実な推進のため、省エネル

ギー及び新エネルギー分野における岐阜県、市町村及び民間事業者等の実施する施策について検証し、より具

体的な対応策の提示を行うことを目的として「岐阜県省エネ・新エネ推進会議」を平成23年５月に設置した。

ウ 森林認証制度の普及＜恵みの森づくり推進課・治山課＞ 

 県内の認証森林（ＦＳＣⓇ 及びＳＧＥＣ）は５団体、23,812ha(1,067haは重複取得)となっている。 

（岐阜県グループライセンス番号：FSCⓇ-C004268）

２ 企業との協働による森林づくりの推進

(1) 企業との協働による森林づくりの推進＜恵みの森づくり推進課＞【再掲】
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